
 

 

看護師の特定行為研修を行う指定研修機関の指定等について 

（平成 30年８月７日） 

 

１ 指定研修機関の指定について 

  次の者を指定研修機関として指定する。（計１件） 

所在 

都道府県 
名称 

特定行為 

区分数 
特定行為区分 

富山県 医療法人社団藤聖会 富山

西総合病院 

１ ・栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 

 

 

２ 指定研修機関の指定の取消について 

  次の指定研修機関の指定を取り消す。（計１件） 

所在 

都道府県 
名称 

特定行為

区分数 
特定行為区分 

富山県 医療法人社団藤聖会 八尾

総合病院 

１ ・栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 

 取消理由：保健師助産師看護師法第 37条の２第２項第１号に規定する特定行為及び同項第４号に規定する 

特定行為研修に関する省令第 13条５に該当。 

 

＜紹介先＞ 

看護課看護サービス推進室 

担当：室長補佐 後藤 友美（内線 4173） 

   看護業務推進専門官 栗田 かほる（内線 4176） 

電話：03-5253-1111（代） 


